
2026年 2月 9日  

石油連盟流通業務部 

令和７年度緊急要請対応室用 PC端末・携帯電話機 調達仕様書 

 

(1)件名 

緊急要請対応室用 PC 端末・携帯電話機 調達 

 

(2)背景および目的 

2019 年に緊急要請対応室※用に購入した PC10 台について、WindowsOS のアップデート・機器更新

の必要があるため、2025 年度に新たな機器および必要な office ソフト類のアプリケーションを購

入する。 

また、緊急要請対応室の業務改善を目的として 10台のスマートフォン端末を購入、また、移動通

信回線の契約を行う。 
※災害時石油供給連携計画の発動時に石油連盟内に立ち上がる組織体。詳細については以下を参照。 

 （石油連盟ホームページ）https://www.paj.gr.jp/special/432 

 

(3)調達機器の品目および数量 

以下の機器をそれぞれ購入し調達を行う。ただし、office製品や通話・データ通信サービス等の

無形サービスについては(7)に記載する内容にて調達を行うものとする。 

1．ノート型パソコン 10 台 

2．スマートフォン 10台（通話・データ通信サービスを含む） 

 

(4)納入期限 

2026年 3月 31日(火)まで 

 

(5)納入 

調達する物品については、付属品も含めて以下の場所へ納入すること。 

 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-3-2（経団連会館 17F） 石油連盟執務室内 

 

 搬入時には、本調達物品を梱包材等から全て取り出し、指定箇所へ納入すること。また、梱

包材については受注者が引き取りを行うこと。 

 搬入時には、納入箇所の施設等に損害を与えないように注意するとともに、発注者担当者の

立会いの下で実施すること。 

 本調達物品の保証書は、取り纏めて納入すること。 

 全てのパソコンのシリアル番号、ホスト名、MACアドレス、WindowsOS関連の番号、製品保

証を受ける際に必要な番号等を記載した一覧表を Excelで作成し、納入すること。 

 ホスト名については、発注者の指定に基づき決定すること。 

 

 

https://www.paj.gr.jp/special/432


(6)支払い条件 

調達機器の納品の確認後、請求書を受領してから 30日以内に支払うものとする。ただし、通話・

データ通信サービス等の月額費用等については、調達機器の納品以後、受注者との契約の定めに応

じて支払うものとする。 

 

(7)機器仕様等 

(a)ノート型パソコン 

タイプ ノート型 
カラー ブラックまたグレー系 
ディスプレイサイズ 15.6型ワイド 
ディスプレイスペック HD(1366×768) 
OS Microsoft Windows 11 professional(64bit)日本語版 最新バージョン 
CPU インテル Core i5-1135G7 プロセッサー と同等以上 

カメラ プライバシーシャッター付 web カメラ 

重量 約 2.1㎏以下 

ストレージ SSD 256GB以上 

光学ドライブ DVD ドライブ 

メモリ 8GB 

無線通信 Wi-Fi 6 (1.2Gbps 対応)、Bluetooth v5.3 準拠 

インターフェイス HDMI出力×1、USB Type-C×2、USB Type-A×2、有線 LAN 以上 

ソフトウェア ・Office Home &Business 2024（パッケージ版） 
※（exchange ライセンス付与） 
・Adobe Acrobat Reader DC 
・Microsoft Edge または Google Chromeの最新バージョン 
以上がインストール・アクティベーションされていること。 

キーボード 日本語キーボード（JIS標準配列） 
付属品 AC アダプタ及びリカバリメディア 
 

  



(b)スマートフォンおよび通信サービス 

端末 2024 年以降に発売された機種とすること。 
OS Android OS とする。（バージョンは、納入時点で最新のものとする。） 
内部記憶容量 指定はしないが OS アップデート等に必要最低限の容量を備えていること。 
本体色 指定しないが各端末の本体色（黒、白、紺等の華美でないもの）は統一すること。 
通信方法 ・Wi-Fi 通信及びモバイルデータ通信、電話通信に対応していること。 

・周辺機器と Bluetooth接続が可能なこと。 
通信規格 5G/4G LTE いずれかとすること。 
通信量 最低限のデータ通信のみの想定のため、必要最低限とすること。 
オプション 国内電話かけ放題であること、また、日本国内で安定した通話が常時行えること。 
付属品 充電用アダプター及びケーブル 
その他 ・電話番号を調達台数分作成すること。また、下一桁以外は同一とするなど可能な限

り類似したものとすること。 
・納品時には必要な初期設定を施し、直ちに電話回線と使える状態とすること。 
・SIMは物理 SIM とすること。 

 

(8)保守 

保守については当該調達範囲に含めないものとする。 

 

(9)ハードウェア保証 

   ノート型 PC については 1年間のメーカー保証があること。 

 

(10)キッティング作業 

     必要な初期設定やホスト名等の管理番号、また Wi-Fi等の設定を行った上で引き渡しするこ

と。office等のアプリケーションについても使用可能な状態とした上で引き渡しをすること。ま

た、契約回線毎に毎月の利用料金および通信量を確認できるようにすること。 

   ※キッティングに必要な情報は受注者の求めに応じて発注者より情報提供を行う。 

   ※メールアカウントについては、発注者が管理する office365のメールドメイン（@sekiren.gr.jp）

に 1メールアカウントを追加した上で、納品する全てのノート型パソコンにおいて、追加した同一

メールアドレスを用いたメール送受信を行えるようにすること。 

   ※また、メールについてはセキュリティオプションに加入すること。   

 

(11)成果物 

 製造番号毎にホスト名やシリアル番号等を記載した一覧表 

 

 

 

 



(12)一般留意事項 

 調達機器はメーカー品（新品）かつ同一製造会社の同一型番品とすること。 

※ショップブランドの機器は対象外。ただし、カスタマイズは可。 

 受注者が機器仕様に合致して端末を選定し、発注者の了承を得た上で引き渡しをすること。 

 初期不良品については、速やかに交換等の処置を行うこと。その際には、指定された設定やソ

フトウェアのインストール等を実施した上で当初の設置場所に配置し、速やかに障害原因及び

処置について担当者に報告すること。 

 各種作業を実施する場合は、事前に発注者に作業内容等を説明のうえ、承認を得ること。 

 本仕様書に記述がない事項のうち、社会通念上、本業務において必要不可欠な事項と発注者が

判断するものについては、本業務の範囲内とする。 

 受注者は、業務の過程で発注者が開示した情報を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示

若しくは漏洩してはならないものとし、とのために必要な措置を講じること。 

 受注者は、本業務の履行にあたり、発注者から入手した資料等については複製を行うことなく

適切に管理し、かつ、業務完了後は廃棄又は消去すること。 

 前項を除き、本仕様書に記述がない事項は、双方協議の上でこれを決定するものとする。 

 

以上  


